
江別市自治会館照明ＬＥＤ化促進補助金交付要綱

（目的）

第１条 この要綱は、自治会が実施する自治会館の照明のＬＥＤ化に対し、江別市自治会

館照明ＬＥＤ化促進補助金（以下、「補助金」という。）を交付することにより、光熱費

の負担低減等、自治会運営に対する物価高騰対策及び負担軽減を図ることを目的とする

。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

(1) 自治会館 自治会又は自治連合会が地域活動を行うため、当該団体が所有している

会館をいう。

(2) 照明設備 自治会館に設置している照明器具の設備をいう。

（補助対象経費の基準）

第３条 補助対象となる自治会館の照明設備は、次の各号のいずれかに該当するものとし

、補助対象経費は当該照明設備を更新するための工事費用（ＬＥＤ照明器具に要する費

用を含む。）とする。

(1) ＬＥＤ照明器具以外の照明器具

(2) 消防法施行令（昭和３６年政令第３７号）第２６条第１項に規定する誘導灯

(3) 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１２６条の４第１項に規定する

非常用の照明装置

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するＬＥＤ照明設備は、補助の

対象としない。

(1) 照明器具が設置されていない箇所に新たに設置する照明器具

(2) 更新又は取替えについて工事が不要な照明器具

(3) 可動式その他の持ち運び可能な照明器具

(4) 自治会館と一体的に設置されていない照明器具

（補助金の額）

第４条 補助金の額は、照明設備のＬＥＤ化に要した費用の２分の１の額で、５００，０

００円を上限とする。

２ 補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする

。

（補助金の交付申請）

第５条 補助金の交付を受けようとする自治会又は自治連合会（以下「申請自治会」とい

う。）は、照明設備をＬＥＤ化しようとする年度の９月３０日までに、自治会館照明ＬＥ

Ｄ化促進補助金交付申請書（第１号様式。以下「申請書」という。）を市長に提出しなけ

ればならない。

２ 補助金の交付申請は、１つの自治会館につき１回限りとする。ただし、市長が特に必

要と認める場合は、この限りではない。

（補助決定）



第６条 市長は、申請書の提出を受けたときは内容を審査し、補助することに決定したと

きは、その旨を自治会館照明ＬＥＤ化促進補助金交付決定通知書（第２号様式。以下「

決定通知書」という。）により申請自治会に通知する。

２ 申請自治会は、前項の規定により決定通知書を受けた後、工事に着手するものとする

。

３ 決定通知書を受けた申請自治会（以下「決定自治会」という。）が自治会館の照明設

備の工事を中止したときは、その旨を速やかに市長に報告しなければならない。

４ 市長は、前項の規定による工事中止の報告を受けたときは、第１項に規定する決定の

通知を取り消すものとする。

（事業の変更）

第７条 決定自治会は、工事内容に変更が生じたときは、その旨を速やかに市長に報告し

、承認を受けなければならない。

（工事竣工届）

第８条 決定自治会は、翌年の１月３１日までに工事を完了させ、当該工事完了後７日以

内に自治会館照明ＬＥＤ化工事竣工届（第３号様式。以下「竣工届」という。）を市長に

提出しなければならない。

（補助の決定及び交付）

第９条 市長は、前条の規定により竣工届の提出を受けたときは、関係職員に必要に応じ

て実地検査を行わせ、その成果が補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合す

ると認めたときは、補助金の額を決定し、その旨を自治会館照明ＬＥＤ化補助金交付決

定額通知書（第４号様式）により通知するとともに補助金を交付する。

（補助金交付の取消し及び補助金の返還）

第１０条 市長は、補助金交付決定額の通知を受けた自治会が次の各号のいずれかに該当

するときは、補助金交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返

還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業施行の方法が不適当であると認められるとき。

(4) その他不正な行為があったとき。

（補則）

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附 則

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。


